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空中消火用ヘリポート基地一覧 

 

管轄消防本部名 空中消火用ヘリポート基地名 所在地 

春日・大野城・ 

那珂川消防本部 

春日市総合スポーツセンター 

グラウンド 
春日市大谷６丁目２８番地 

大野城総合公園グラウンド 大野城市大字乙金６１８番地１２ 

平野中学校グラウンド 大野城市つつじヶ丘４丁目１番１号 

安徳南小学校グラウンド 那珂川市上梶原１丁目１番１号 

 

 

 

災害時における臨時ヘリポート一覧 

 

臨時ヘリポート名 所在地 施設管理者 
備考 

(幅ｍ×長さｍ) 

福岡女子商業高等学

校グラウンド 
片縄北１丁目４番１号 学校法人 八洲学園 130×106 

南畑小学校 

グラウンド 
大字埋金５３０番地１ 那珂川市教育委員会 56×66 

岩戸北小学校 

グラウンド 
恵子１丁目１番地１ 那珂川市教育委員会 60×80 

片縄小学校 

グラウンド 
片縄北１丁目１５番１号 那珂川市教育委員会 70×90 

安徳小学校 

グラウンド 
松木２丁目１３４番地 那珂川市教育委員会 50×76 

安徳北小学校 

グラウンド 
五郎丸１丁目１１番地 那珂川市教育委員会 56×120 

安徳南小学校 

グラウンド 
上梶原１丁目１番１号 那珂川市教育委員会 66×130 

那珂川中学校 

グラウンド 
仲３丁目１９番１号 那珂川市教育委員会 70×70 

那珂川南中学校 

グラウンド 
上梶原１丁目２番１号 那珂川市教育委員会 60×100 

那珂川北中学校 

グラウンド 
片縄西３丁目２６番１号 那珂川市教育委員会 80×80 
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消防本部車両一覧 

（１）現有車両配置及び車両数 

(令和３年１月１日現在) 

 消防 

本部 

消防署 

(本署) 

南 

出張所 

東 

出張所 

西 

出張所 

北 

出張所 
合計 

水槽付消防ポンプ  １ １  １ １ ４ 

化学消防ポンプ車    １   １ 

消防ポンプ車  １     １ 

梯子付消防ポンプ車  １     １ 

救助工作車  １     １ 

高規格救急車  １ １ １ １ ２ ６ 

指揮車  １     １ 

支援１  １     １ 

支援２  １     １ 

支援３  １     １ 

無線中継車  １     １ 

予備車 

(水槽付消防ポンプ車) 
    １ １ ２ 

予備車 

(高規格救急車) 
 ２     ２ 

多目的乗用車 １      １ 

指令車 １      １ 

査察車 ２      ２ 

連絡車 ２  １ １ １ １ ６ 

合  計 ６ １２ ３ ３ ４ ５ ３３ 
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那珂川市消防団一覧 

（１）現有車両配置状況 

(令和６年４月１日現在) 

所属 部・班 車種別 車名別 購入年月 

本部 
 指令車 日産 Ｒ2.12 

女性部 広報車 日産 Ｈ26.3 

本部分団  小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｒ2.3 

第１分団 

第１部第１班 消防ポンプ自動車（ＣＤ-１型） 日野 Ｈ24.11 

第１部第２班 小型動力ポンプ付軽積載車 ダイハツ Ｒ2.3 

第２部 小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｈ28.3 

第２分団 

第１部第１班 小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｈ29.1 

第１部第２班 小型動力ポンプ付軽積載車 ダイハツ Ｈ29.1 

第２部 小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｈ26.3 

第３部 消防ポンプ自動車（ＣＤ-１型） 日野 Ｈ27.1 

第３分団 

第１部第１班 消防ポンプ自動車（ＣＤ-１型） 日野 Ｈ29.1 

第１部第２班 小型動力ポンプ付軽積載車 ダイハツ Ｈ29.1 

第２部 小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｈ28.3 

第３部第１班 小型動力ポンプ付積載車 日産 Ｈ31.3 

第３部第２班 小型動力ポンプ付軽積載車 ダイハツ Ｈ31.3 

 

 

（２）団員数・ポンプ数・範囲 

(令和６年１０月１日現在) 

分団名 団員数 
保有ポンプ数 

範 囲 
自動車 積載車 

団本部 ５   市内全域 

本部分団 ４７  １ 市内全域 

第１分団 ５１ １ ２ 南畑地区 

第２分団 ６５ １ ３ 岩戸・片縄地区 

第３分団 ５５ １ ４ 安徳地区 

合計 ２２３ ３ １０  
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市有車両一覧表 

(令和６年１１月３０日現在) 

（１）集中管理車両 ２２両 

登録番号 
車両 

番号 
車名 用途 所属課 摘要 

福岡 480そ 53-73 三菱 ハイルーフバン(S・P付) 軽貨物 総務課  

福岡 480と 55-80 ダイハツ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 480て 81-24 スズキ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 582て 92-63 三菱 ステーションワゴン（EV） 軽貨物 総務課  

福岡 480そ 53-74 三菱 ハイルーフバン(S・P付) 軽貨物 総務課  

福岡 480そ 53-75 三菱 ハイルーフバン(S・P付) 軽貨物 総務課  

福岡 480て 81-25 スズキ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 303の 46-72 三菱 エクリプスクロス（PHEV） 軽貨物 総務課  

福岡 480そ 32-97 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 480と 55-81 ダイハツ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 582て 92-67 三菱 ステーションワゴン（EV） 軽貨物 総務課  

福岡 480の 89-78 三菱 ミニキャブ EV(S・P付) 軽貨物 総務課  

福岡 582て 92-68 三菱 ステーションワゴン（EV） 軽貨物 総務課  

福岡 480の 89-79 三菱 ミニキャブ EV (S・P付) 軽貨物 総務課  

福岡 480て 81-26 スズキ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 303の 46-73 三菱 エクリプスクロス（PHEV） 軽貨物 総務課  

福岡 480の 89-77 三菱 ミニキャブ EV 軽貨物 総務課  

福岡 480と 55-82 ダイハツ ハイルーフバン 軽貨物 総務課  

福岡 400ほ 95-78 三菱 ダンプ 小貨物 総務課  

福岡 302て 56-58 トヨタ プリウス(ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ) 普通 総務課  

福岡 503ち 4-54 ニッサン セレナ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ) 普通 総務課  

福岡 302に 49-27 ニッサン エクストレイル 普通 総務課  

（２）専用車 ２７両 

登録番号 
車両 

番号 
車名 用途 所属課 摘要 

福岡 400は 46-28 トヨタ ダイナトラックユニック 小貨物 環境課  

福岡 480す 49-79 ダイハツ ハイゼット 軽貨物 環境課  

福岡 480そ 49-38 スズキ エブリィ(4WD) 軽貨物 建設課  

福岡 480な 66-41 スズキ キャブオーバー 軽貨物 建設課  

福岡 480て 60-14 ダイハツ ハイルーフバン 軽貨物 建設課  

福岡 480け 89-61 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 地域振興課  

福岡 480く 95-43 スズキ ダンプトラック(4W) 軽貨物 地域振興課  

福岡 480す 37-31 三菱 ハイルーフバン(4WD) 軽貨物 地域振興課  

福岡 480と 36-98 スズキ キャブオーバー 軽貨物 地域振興課  

福岡 200あ 3-60 トヨタ ハイエース バ ス 都市計画課  

福岡 200あ 3-65 トヨタ ハイエース バ ス 都市計画課  

福岡 200か 45-43 日産 ポンチョ バ ス 都市計画課  
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登録番号 
車両 

番号 
車名 用途 所属課 摘要 

福岡 200か 45-44 日産 ポンチョ バ ス 都市計画課  

福岡 200か 45-12 日産 ポンチョ バ ス 都市計画課  

福岡 480ね 81-76 三菱 ミニキャブ ミーブ 軽貨物 下水道課  

福岡 480ぬ 52-88 日産 ハイルーフバン  軽貨物 下水道課  

福岡 480け 37-17 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 下水道課  

福岡 480た 17-17 スズキ キャリーKC 軽貨物 農林課  

福岡 480つ 63-45 ダイハツ バン 軽貨物 農林課  

福岡 480き 38-93 三菱 バン 軽貨物 農林課  

福岡 400の 86-55 日産 キャブオーバー 軽貨物 高齢者支援課  

福岡 400の 86-61 日産 キャブオーバー 軽貨物 高齢者支援課  

福岡 581ゆ 17-51 スズキ アルト 軽乗用 高齢者支援課  

福岡 582そ 99-50 スズキ アルト 軽乗用 こども応援課  

那珂川か 34 ホンダ 原付 原付 生活福祉課  

福岡 581む 93-36 スズキ アルト 軽乗用 生活福祉課  

福岡 480こ 80-72 三菱 ハイルーフバン(4WD) 軽貨物 教育総務課  

（３）出先機関 

登録番号 
車両 

番号 
車名 用途 所属課 摘要 

福岡 480す 48-95 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 社会教育課 中央公民館 

福岡 480さ 23-83 三菱 ミニゼッタ 軽貨物 スポーツ課 市民体育館 

福岡 480ち 79-98 ダイハツ バン 軽貨物 社会教育課  

福岡 480つ 68-58 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 文化振興課 文化財 

福岡 480こ 53-87 ダイハツ ハイルーフバン 軽貨物 子育て支援課 中央保育所 

福岡 480そ 65-94 スズキ バン 軽貨物 こども応援課 ふれあいこども館 

福岡 480く 68-07 三菱 ハイルーフバン 軽貨物 学校教育課 特別支援教育センター 

（４）消防自動車 

登録番号 
車両 

番号 
車名 用途 所属 車庫 

福岡 800そ 4-47 日産 エクストレイル 特殊 本部 市役所 

福岡 880あ 15-17 日産 デイズ 特殊 本部 市役所 

福岡 800せ 97-46 日産 特殊 本部分団 市役所 

福岡 800せ 29-34 日野 デュトロ 特殊 第１分団第１部第１班 不入道 

福岡 880あ 26-65 ダイハツ 特殊 第１分団第１部第２班 南面里 

福岡 800せ 59-86 日産 アトラス 特殊 第１分団第２部 埋金・市ノ瀬 

福岡 800せ 67-62 日産 アトラス 特殊 第２分団第１部第１班 山田 

福岡 880あ 20-68 ダイハツ ハイゼット 特殊 第２分団第１部第２班 西畑 

福岡 800せ 40-57 日産 アトラス 特殊 第２分団第２部 道善・恵子 

福岡 800せ 48-11 日野 デュトロ 特殊 第２分団第３部 片縄 

福岡 800せ 67-60 日野 特殊 第３分団第１部第１班 松木 

福岡 880あ 20-67 ダイハツ ハイゼット 特殊 第３分団第１部第２班 今光 

福岡 800せ 59-87 日産 アトラス 特殊 第３分団第２部 仲・安徳 

福岡 800せ 87-89 日産 アトラス 特殊 第３分団第３部第１班 中原 

福岡 880あ 24-75 ダイハツ ハイゼット 特殊 第３分団第３部第２班 梶原 
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防災関係機関の連絡先一覧表 
（1）市行政機関 

名 称 電 話 住 所 

那珂川市役所 953-2211(無線：78-305-70 無線 FAX：78-305-75) 那珂川市西隈 1-1-1 

 

（2）県行政機関 

名 称 電 話 住 所 

福岡県消防防災指

導課 

（災害時優先）641-4734 FAX：643-3990 

（無線 FAX：78-700-7390～7392） 
福岡市博多区東公園 7-7 

 

・企画監席 

無線：78-700-7020 

・防災企画係 

無線：78-700-7021 

・防災指導係 

643-3113 

FAX：643-3117 

無線：78-700-7023 

・消防係 

無線：78-700-7025 

・防災情報係 

無線：78-700-7024 

・統制室 

無線：78-700-7026 

・宿直室 

無線：78-700-7027 

・災害対策本部室 

無線：78-700-7500 

～7504 

 

・衛星回線無線室 

無線：78-700-7330 

～7339 

企画地域振興部 

・総合政策課 

無線：78-700-7032 

県土整備部 

・河川管理課 

無線：78-700-7103 

無線 FAX：78-700-7396 

・県土整備総務課 

無線：78-700-7102 

農林水産部 

・農林水産政策課 

無線：78-700-7072 

福祉労働部 

・福祉総務課 

無線：78-700-7082 

福岡県福岡農林事

務所 

735-6121 

(無線：78-801-701 無線 FAX：78-801-760) 
福岡市中央区赤坂 1-8-8 

那珂県土整備事務

所 

513-5563 

(無線：78-821-711,78-821-210 

 無線 FAX：78-821-761) 

大野城市白木原 3-5-25 

筑紫保健福祉環境

事務所 

513-5581 FAX：513-5598 

(無線：78-821-751,78-821-410) 
大野城市白木原 3-5-25 

南畑・五ケ山ダム管理

出張所 

952-2033 

(無線：78-700-7410～7411 

 無線 FAX：78-700-7415) 

那珂川市大字五ヶ山

908-8 

（3）警察 

名 称 電 話 住 所 

福岡県警察本部 
641-4141 

FAX：641-5729 
福岡市博多区東公園 7-7 

春日警察署 

580-0110 

春日市原町 3-1-21 

春日警察署 那珂川警部交番 那珂川市五郎丸 1-7 

春日警察署 南畑駐在所 那珂川市大字埋金 853-3 

（4）自衛隊 

名 称 電 話 住 所 

陸上自衛隊 第４後方支援連隊 591-1020 春日市大和町 5-12 

陸上自衛隊 第３部防衛班 591-1020(無線：77-983-70) 春日市大和町 5-12 
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（5）指定地方行政機関 

名 称 電 話 住 所 

福岡国道事務所福岡維持出張所 405-0396 FAX：672-9040 福岡市東区水谷 2-55-11 

九州農政局福岡県拠点 281-8261  福岡市博多区住吉 3-17-21 

福岡管区気象台 
725-3600 （無線：78-981-70） 

(無線 FAX：78-981-75) 
福岡市中央区大濠 1-2-36 

福岡森林管理署 843-2100 福岡市早良区百道 1-16-29 

（6）指定公共機関 

名 称 電 話 住 所 

西日本電信電話(株)九州支店 476-6161 福岡市博多区博多駅東 2-3-1 

西日本旅客鉄道(株) 

博多総合車両所 
952-5680 那珂川市中原東 2-1-1 

九州電力送配電(株)福岡南配

電事業所 
922-6124 筑紫野市二日市西 1-6-5 

日本郵便(株)筑紫郵便局 0570-943-727 福岡市南区屋形原 3-44-1 

日本赤十字社福岡県支部 
523-1171 FAX：521-2552 

(無線：77-980-0) 
福岡市南区大楠 3-1-1 

日本放送協会福岡放送局 
724-2800 FAX：724-2882 

(無線：77-982) 
福岡市中央区六本松 1-1-10 

日本銀行福岡支店 725-5511 FAX：732-1170 福岡市中央区天神 4-2-1 

（7）指定地方公共機関 

名 称 電 話 住 所 

西部ガス(株)供給管理センター 633-2327 FAX：632-9101 福岡市東区東浜 1-10-75 

西日本鉄道(株)那珂川自動車営業所 952-2110 那珂川市道善 5-67-29 

（8）その他防災上重要な機関 

名 称 電 話 住 所 

春日・大野城・那珂川 

消防組合消防本部 

584-1191 

(無線：78-651-70 無線 FAX：78-651-75） 
春日市春日 2-2-1 

春日・大野城・那珂川 

消防署西出張所 
952-6000 那珂川市大字山田 1159-1 

春日・大野城・那珂川 

消防署北出張所 
589-0119 春日市下白水南 3-51-2 

福岡市役所 
711-4056 

(無線：78-201-70 無線 FAX：78-201-75) 
福岡市中央区天神 1-8-1 

春日市役所 
584-1111 

(無線：78-218-70 無線 FAX：78-218-75) 
春日市原町 3-1-5 

大野城市役所 
580-1966 

(無線：78-219-70 無線 FAX：78-219-75) 
大野城市曙町 2-2-1 

筑紫野市役所 
923-1111 

(無線：78-217-70 無線 FAX：78-217-75) 
筑紫野市石崎 1-1-1 

太宰府市役所 
921-2121 

(無線：78-221-71 無線 FAX：78-221-75) 
太宰府市観世音寺 1-1-1 

春日那珂川水道企業団 571-7001 FAX：574-4960 春日市原町 2-30-2 

福岡広域森林組合 952-2022 那珂川市埋金 853-2 

那珂川市商工会 952-2949 那珂川市西隈 3-1-10 

筑紫農協那珂川支店 952-2611 那珂川市西隈 2-1-16 

那珂川市社会福祉協議会 952-4565 那珂川市西隈 1-1-2 

(社)筑紫医師会 923-1331 太宰府市国分 3-13-1 
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那珂川市防災会議委員名簿 

（令和７年２月現在） 

 

那珂川市防災 

会議条例第３条 
所属機関名 役職 

会   長 那珂川市 市長 

１ 第１号委員 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 福岡西維持出張所長 

２ 第２号委員 福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課 課長 

３ 第２号委員 福岡県那珂県土整備事務所 所長 

４ 第２号委員 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 所長 

５ 第３号委員 春日警察署 警備課長 

６ 第４号委員 那珂川市 総務部長 

７ 第４号委員 那珂川市 市民生活部長 

８ 第４号委員 那珂川市 都市整備部長 

９ 第４号委員 那珂川市 健康福祉部長 

１０ 第４号委員 那珂川市教育委員会 教育部長 

１１ 第５号委員 那珂川市教育委員会 教育長 

１２ 第６号委員 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 消防長 

１３ 第６号委員 那珂川市消防団 団長 

１４ 第７号委員 西日本電信電話株式会社九州支店 災害対策室長 

１５ 第７号委員 九州電力送配電株式会社 配電グループ長 

１６ 第７号委員 西部ガス株式会社供給管理センター 保安グループマネージャー 

１７ 第７号委員 一般社団法人 筑紫医師会 医師 

１８ 第８号委員 那珂川市区長会 区長会代表 

１９ 第９号委員 陸上自衛隊第４後方支援連隊 補給隊長 

２０ 第９号委員 春日那珂川水道企業団 総務課長 

２１ 第９号委員 ずっと住みたい那珂川ネット２１  

２２ 第９号委員 那珂川市婦人会 会長 

２３ 第９号委員 那珂川市社会福祉協議会 介護サービス１係長 

２４ 第９号委員 那珂川市民生委員児童委員連合協議会 会長 

２５ 第９号委員 那珂川市商工会 理事 
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第１章 総 則 

第１節 目的 

本計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。）第３３条の規定に基づき、

那珂川市（以下「市」という。）における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項

を規定し、市域にかかる河川の洪水、内水の水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減

し、もって公共の安全を保持することを目的とする。 

第２節 用語の定義  

水防管理団体 水防の責任を有する「那珂川市」 

水防管理者 水防管理団体の長である「那珂川市長」 

水防本部長 水防を統括するため本部を那珂川市庁舎に置き、本部長は「市長」 

量水標等 量水標その他の水位観測施設をいう。 

水防警報 県知事が、洪水によって災害が起こる恐れがあると認めるとき、水防を行う

必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

水位周知河川 洪水予報河川以外の河川で洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生じ

る恐れがあるものとして指定した河川。県知事は、水位周知河川について、当

該河川の水位があらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達した

とき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う。 

水位到達情報 水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到

達情報、氾濫発生情報のことをいう。 

水防団待機水位 

（通報水位） 

河川の水位がこれ以上上昇すると、その沿岸に災害が発生すると思われる水

位であって、各河川の特定地点ごとにあらかじめ県知事又は国土交通大臣が指

定した水位をいう。 

氾濫注意水位 

（警報水位） 

河川の水位が相当上昇し、その沿岸に災害が発生し、又は発生の可能性が強

くなり、特に厳重な水防警戒を要する水位であって、各河川の特定地点ごとに

あらかじめ県知事又は国土交通大臣が指定した水位をいう。 

避難判断水位 氾濫注意水位を超える水位であって、洪水による災害の発生を特に警戒すべ

き水位をいう。高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関す

る情報への注意喚起となる。 

氾濫危険水位 洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の恐れがある水位をいう。

避難指示等の発令判断の目安となる。 

洪水特別警戒水位 洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。氾濫危険水位に相当す

る。県知事は、指定した水位周知河川においてこの水位に到達したときは、水

位到達情報を発表しなければならない。 

重要水防箇所 堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪

水等に際して水防上特に注意を要する箇所をいう。 

洪水浸水想定区域 洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水

災による被害の軽減を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川に

おいて氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域として県知事が指定した区

域をいう。 
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第３節 市の責任及び居住者等の義務 

市及び市内居住者は、法第３条及び第２４条の規定により、次のとおり水防上の責任、義務を

果たさなければならない。 

 

１．市の責任 

市の区域内における水防を十分果たすべき責任を有する。（法第３条） 

２．居住者等の義務 

水防管理者（市長）又は消防機関の長から要請があった場合は、直ちにこれに協力し、水防

に従事しなければならない。（法第２４条） 

 

第４節 安全配慮 

洪水において、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。避難誘導や

水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。 

 

例）水防団自身の安全確保のために配慮すべき事項 

・ 水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

・ 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器

を携行する。 

・ 水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 

・ 指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団員を随

時交代させる。 

・ 水防活動は原則として複数人で行う。 

・ 水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

・ 指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、水防団員の安全を確保するため、必要に応じ、

速やかに退避を含む具体的な指示や注意を行う。 

・ 指揮者は水防団員等の安全確保のため、予め活動可能な時間等を水防団員等へ周知し、共有

しなければならない。 

・ 指揮者は、活動中の不測の事態に備え、退避方法、退避場所、退避を指示する合図等を事前

に徹底する。 

・ 出水期前に、洪水時の堤防決壊の事例等の資料を水防団員全員に配付し、安全確保のための

研修を実施する。 
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第２章 水防組織 

福岡管区気象台（以下「気象台」という。）等からの気象情報、又は福岡県（以下「県」という。）

から水防警報の通知を受け、必要と認めたときは、那珂川市水防準備本部（以下「水防準備本部」

という。）を設置し、気象情報又は水防警報の推移により必要と認めたときは、那珂川市水防本部

（以下「水防本部」という。）を設置する。 

ただし、那珂川市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）が設置された場合は、水防本

部は災害対策本部の指揮下に入るものとする。 

 

第１節 準備配備体制 

 

１．水防準備本部の設置 

区 分 配備体制 
福岡管区気象台 

からの情報 

福岡県からの

情報 

準備

配備

体制 

事態が発生するまでは、

かなりの時間的余裕があ

り、今後の気象情報と水位

情報に注意を要するとき 

（注意配備） 

情報連絡活動を主とし、事

態の推移により水防本部を

設置できる体制 

注意報 水防警報 

 

２．水防準備本部設置時の組織 

 

 

 

 

 

 

 

３．水防準備本部設置時の活動 

（１）福岡管区気象台の気象注意報及び気象警報の情報収集、並びに那珂県土整備事務所との情

報交換を行う。 

（２）気象台の注意報又は警報を受けた場合又は洪水危険を察知した場合は、第１段階として計

画した人員を招集し、堤防の監視及び注意配備につくものとする。 

那珂川市職員（以下「職員」という。）は、水防準備本部設置後は、できるだけ外出は避け、

待機し、気象状況の変化に注意して水防指令の発令に備えなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨 

洪水 

待機 

準備 

那珂川市 

（水防準備本部） 

那珂県土整備事務所 

（水防地方準備本部） 

県河川班 

(河川管理課：水防準備本部) 

道路維持班 南畑・五ケ山ダム管理

出張所 

砂防班 
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第２節 非常配備体制 

 

１．水防本部の設置 

福岡管区気象台から気象状況の通知を受けて、県が水防本部を設置し、那珂県土整備事務所

（水防地方本部）から通知を受け、洪水等の恐れがあると認めたときは、水防本部を設置する。 

区 分 配備体制 
福岡管区気象台 

からの情報 

非

常

配

備

体

制 

水防事態の発生が予想され水防

本部が設置されたとき 

（第２配備） 

水防事態が発生すればそのまま水防

活動が遅滞なく遂行できる体制 

 

警 報 

事態が急進し、第２配備体制で

は処理困難と予想されるとき 

（第３配備） 

発生事態に対応し支障なく水防活動

が遂行できる体制 

 

２．水防本部設置時の活動 

（１）氾濫注意水位に達したとき又はその他必要と認められるときは、第２段階として計画した

人員を配置につけるとともに、器具資材を整備し、出動準備を整える。 

（２）出動水防信号により全員出動して水防活動を行う。なお第３信号により居住者も出動する。

また、第４信号で居住者が退避する。 

（３）氾濫注意水位が下がり、再度水位上昇の恐れがなくなったときは、水防体制を解除する。 

 

３．水防組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大雨 

洪水 

 

水防本部長 

消防団 

避難対策部 都市対策部 市民対策部 総務部 

避難収容班 

・教育総務課 

・学校教育課 

・教育指導室 

・社会教育課 

・スポーツ課 

・文化振興課 

・人権政策課 

・こども応援課 

土木１班 

・建設課 

・農林課 

・地域振興課 

・下水道課 

土木２班 

・都市計画課 

市民班 

・市民課 

・環境課 

輸送班 

・税務課 

・収納課 

水防本部 

本部班 

・安全安心課 

・総務課 

・行政経営課 

情報班 

・人事秘書課 

・行政委員会 

 事務局 

・会計課 

福祉班 

・生活福祉課 

・障がい者支援課 

・高齢者支援課 

・子育て支援課 

・健康課 

健康福祉対策部 
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４．水防本部の事務分担 

那珂川市役所内に水防本部を置き、その組織及び事務分担は次のとおりとする。 

本部・班名 事務分掌 

本部長 市長 

副本部長 副市長、教育長 

本部班 

（安全安心課、総務課、

行政経営課） 

◆水防本部の設置･解散      ◆水防本部会議の庶務 

◆総合的な対策の立案、各部門間の調整 

◆避難指示、警戒区域の設定 ◆防災関係機関との連絡調整 

◆国・県及び自衛隊への要請、他自治体との相互協力、民間団体への協力要請 

◆各行政区との連絡･情報の収集  ◆防災行政無線の運営管理に関すること 

◆他の自治体･機関等の応援受け入れに関すること 

◆報道機関との連絡調整      ◆臨時ヘリポートの開設計画 

◆水防本部動員職員の取りまとめ ◆水防本部内事務所の配置に関する調整 

◆水防活動に係る物品の調達   ◆車両その他輸送手段の確保 

◆他の部･班に属さないこと 

情報班 

（人事秘書課、行政委

員会事務局、会計課） 

◆市内の災害発生状況の受信 

◆気象情報等、関連情報の収集・記録・整理・伝達 

◆各部からの情報収集とりまとめ  ◆報道機関との連絡調整 

◆庁舎内ネットワークの保守 

市民班 

（市民課、環境課） 
◆人的被害情報の収集 

輸送班 

（税務課、収納課） 

◆応急対策物資の輸送      ◆備蓄資機材・食料の輸送 

◆給水活動への協力       ◆住家被害に関すること 

福祉班 

（生活福祉課、障がい

者支援課、高齢者支援

課、子育て支援課、健康

課） 

◆高齢者・障がい者・病人・乳幼児等要配慮者の救援・救助 

土木１班 

（建設課、農林課、地域

振興課、下水道課） 

◆水防活動全般          ◆建設業団体との連絡調整 

◆道路・橋梁・水路等の応急対策及び安全確保 

◆公共土木施設の被害調査及び応急復旧対策 

◆危険区域等の被害調査並びに復旧対策 

◆河川・道路その他の障害物の除去 ◆交通規制・緊急輸送に関すること 

土木２班 

（都市計画課） 

避難収容班 

（教育総務課、学校教育

課、教育指導室、社会教

育課、スポーツ課、文化

振興課、人権政策課、こ

ども応援課） 

◆被災園児・児童・生徒の救援・救護 

◆臨時ヘリポートの開設協力 
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５．水防本部設置時の通信連絡 

非常時における通信連絡は、次の系統図に従って、無線施設、電話施設及び電報により行う

ものとし、確実を期するために、送受信者名、時刻、内容等の主たる事項を記録しておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡例）      有線電話        福岡県防災・行政情報通信ネットワーク 

          携帯電話 

※自衛隊の出動は福岡県知事（以下「知事」という。）に要請する。 

 但し、緊急の場合は直接自衛隊に申し入れ、その後直ちに知事に報告する。 

 

第３節 災害対策本部が設置された時の体制 

那珂川市地域防災計画 風水害対策編 第３章「災害応急対策」の定めるところによる。 

 

 

 

第３章 重要水防箇所 

重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪

水等に際して水防上特に注意を要する箇所である。 

 

水

系

名 

河

川

名 

左右

岸別 

延長 

(ｍ) 

位置 重

要

度 

予想 

される 

事態 

対防水工法 
市郡 区町村 大字 粁杭位置 

那

珂

川 

那

珂

川 

左 

右 

1,400  

900  
那珂川  今光 那珂川橋より下流 Ａ 

洗掘 

溢水 

木流し工 

積み土俵工 

左 1,800 那珂川  
別所 

西隈 

松尾橋上流 200ｍ

より轟橋まで 
Ａ 

洗掘 

溢水 

木流し工 

積み土俵工 

（令和６年度福岡県水防計画書による） 

 

春日・大野城・那珂川消防組合（警防課） 

５８４－１１９１ 

春日警察署 

５８０－０１１０ 

陸上自衛隊第４師団 第３部防衛班 

５９１－１０２０(無線：77-983-70) 

陸上自衛隊第４後方支援連隊 

５９１－１０２０ 

 

福岡県福岡農林事務所 

７３５－６１２１ 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 

５１３－５５８１ 

南畑・五ケ山ダム管理出張所 

９５２－２０３５ 

【県水防（準備）本部】 

河川管理課 
６４３－３６９０ 

(FAX：６４３－３６６９) 

【水防地方（準備）本部】 

那珂県土整備事務所 
５１３－５５６３ 

(FAX：５１３－５６０６) 

【水防管理団体】 

那珂川市安全安心課 
９５３－２２１１ 

(FAX：９５３－３０４９) 

(無線：７８－３０５－７０) 

(無線 FAX：７８－３０５－７５) 



 

- 7 - 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

福岡管区気象台長は、気象等の状況により洪水の恐れがあると認められるときは、その状況を

県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるもの

とする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除き、一般

の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活動の利用に適合する

特別警報は設けられていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報、

特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

水防活動の利用に適合

する注意報・警報 

一般の利用に適合する 

注意報・警報・特別警報 
発表基準 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 
大雨による災害が発生する恐れがあると予想し

たとき 

水防活動用気象警報 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生する恐れがあると

予想したとき 

大雨特別警報 
大雨による重大な災害が発生する恐れが著しく

大きいとき予想したとき 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 
大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、災害が

発生する恐れがあると予想したとき 

水防活動用洪水警報 洪水警報 
大雨、長雨、融雪等により河川が増水し、重大な

災害が発生する恐れがあると予想したとき 

※一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 

 

（大雨警報・洪水警報等を補足する情報） 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、大雨警報（浸水害）の危険度分

布、洪水警報の危険度分布及び流域雨量指数の予測値を発表する。これらの概要は次のとおり

である。 

種類 内容 

大雨警報（浸水

害）の危険度分布 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１ｋｍ四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報（常時１０分毎に更新）。 

洪水警報の危険度

分布 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）

の洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で概ね１ｋｍごとに５段階に色

分けして示す情報（常時１０分毎に更新）。 

流域雨量指数の予

測値 

水位周知河川及びその他河川の各河川を対象として、上流域での降雨によって、

下流の対象地点の洪水危険度がどれだけ高まるかを示した情報。６時間先までの

雨量分布の予測（降水短時間予報等）を取り込んで、流域に降った雨が河川に集ま

り流れ下る量を計算して指数化した「流域雨量指数」について、洪水警報等の基準

への到達状況に応じて危険度を色分けし時系列で表示した情報（常時１０分毎に

更新）。 
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（気象庁が発表する特別警報）（参考） 

気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こる恐れが著しく大きい場

合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、大雨等についての一般

の利用に適合する警報（特別警報）をする。 

また、水防活動用の特別警報は設けられていない。 

 

第２節 水位周知河川における水位到達情報 

１．種類及び発表基準 

県知事は、河川水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該河

川の水位又は流量を示して水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報

道機関の協力を求めて、一般に周知させる。 

また、避難のための立退きの指示の判断に資するため、県知事から関係市町村長にその通知

に係る事項を通知する。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回った場合の情報

（氾濫注意情報の解除）を含む。）、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととする。 

発表する情報の種類、発表基準は、次のとおりである。 

種類 発表基準 

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

 

２．県知事が行う水位到達情報の通知 

（１）氾濫危険水位到達情報の通知を行う河川 

県土整備 

事務所名 
河川名 区間 観測所 

氾濫危険水位 
（避難判断水位） 

関係水防 

管理団体 

那珂 那珂川 

梶原川合流地点～海 下曰佐 
５．５５ 

（５．２９） 
福岡市 

南畑ダム～梶原川合流地点 轟橋 
３．９９ 

（３．６１） 
那珂川市 

 

第３節 県知事が発する水防警報 

県知事は、洪水又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害を生ずる恐れがあると認めて指

定した河川、湖沼又は海岸について、水防警報を発令する（水防法第１６条第１項）。 

県知事は、水防警報を発令したときは、県水防計画に基づき、直ちにその警報（通知）事項を

水防管理者（市長）及び水防関係機関に通知する（水防法第１６条第３項） 

水防警報の通知を受けた市長は、関係市民に連絡するとともに、関係各班、消防団、消防本部

及び水防関係者を待機させ、又は必要に応じて出動その他の処置を講ずる。 

 

１．水防警報の種類・内容及び発表基準 

知事は、国土交通大臣が指定した河川について、水防警報の通知を受けたとき、又は知事が

指定した河川について水防警報をしたときは、関係水防管理者その他水防に関係のある機関に

通知する。 
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水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。 

種類 内容 発表基準 

待機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合

に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できる

ように待機する必要がある旨を警告し、又は水

防機関の出動期間が長引くような場合は、出動

人員を減らしても差し支えないが、水防活動を

やめることができない旨を通知するもの 

水防団待機水位を超え、氾濫注意水位に

達する見込みがあるとき。 

準備 

水防に関する情報連絡、水防機材の整備、水門

機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努める

とともに、水防機関に出動の準備をさせる必要

がある旨を警告するもの 

水防団待機水位に達し、氾濫注意水位を

突破する見込みがあるとき。 

出動 
水防機関が出動する旨を警告するもの 氾濫注意水位に達し、なお水位上昇の見

込みがあるとき。 

警戒 

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必

要である旨を警告するとともに、水防活動上必

要な越水・漏水・堤防斜面の崩れ・亀裂等、河川

の状態を示し、その対応策を指示するもの 

避難判断水位に達し、なお水位上昇の見

込みがあるとき。 

厳重警

戒 

出水状況及びその河川状況を示し、厳重な警

戒が必要である旨を警告するとともに、水防活

動上必要な越水・漏水・堤防斜面の崩れ・亀裂

等、河川の状態を示し、その対応策を指示するも

の 

氾濫危険水位に達し、氾濫発生の恐れが

あるとき 

解除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した旨

及び当該基準水位観測所名による一連の水防警

報を解除する旨を通知するもの 

氾濫注意水位以下に下降したとき、又は

水防作業を必要とする河川状況が解消した

と認めるとき 

 

２．県知事が水防警報を行う河川 

県土整備 

事務所名 
河川名 区間 観測所 

水防団待機水位 

氾濫注意水位 

氾濫危険水位 

関係水防 

管理団体 

那珂 那珂川 

梶原川合流地点～海 下曰佐 

３．８３ 

４．２９ 

５．５５ 

福岡市 

南畑ダム～梶原川合流地点 轟橋 

２．４０ 

３．１２ 

３．９９ 

那珂川市 
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第５章 気象・雨量・水位に関する連絡・報告 

第１節 気象連絡 

１．福岡管区気象台が行う水防に関する警報・注意報の発表基準 

福岡管区気象台から発表される注意報、警報のうち、水防活動の利用に適合するものとして、

本市に関するものは次のとおりである。 

令和６年５月２３日現在 

区分 種類 基準とする指標 

注意報 

大雨 
表面雨量指数基準 １７ 

土壌雨量指数基準 １０５ 

洪水 
流域雨量指数基準 

那珂川流域＝１７、梶原川流域＝８ 

西畑川流域＝７．４、芋生川流域＝４．８ 

複合基準※１ 那珂川流域＝（１３、１７） 

警報 

大雨 浸水害 

  土砂災害 

表面雨量指数基準 ２８ 

土壌雨量指数基準 １４８ 

洪水 
流域雨量指数基準 

那珂川流域＝２１．３、梶原川流域＝１０．１ 

西畑川流域＝９．３、芋生川流域＝６．１ 

複合基準※１ 那珂川流域＝（１３、１９．１） 

特別警報 大雨 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、も

しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になる

と予想される場合 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 １１０ｍｍ 

※１ （表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表す。 

２．予報・警報の伝達系統図 

 

  

福 
 

岡 
 

管 
 

区 
 

気 
 

象 
 

台 

九州管区警察局 
那珂川市・消防組合 

気象庁 県出先機関(県土・農林等) 

専用線 

福岡県総務部防災危機管理局 

福岡県警察本部 

福岡海上保安部 

第七管区海上保安本部 

九州地方整備局、筑後川・遠賀川河川事務所 

自衛隊第四師団司令部 

九州旅客 

ＮＨＫ(福岡放送局、北九州放送局) 

報道機関 

西日本電信電話株式会社又は東日本電信電話㈱ 

巡視船 

保安部署等 

漁船・船舶 

出張所 

駐屯地部隊 

ＪＲ貨物九州支社 駅・施設区 

駅・保線区 

那珂川市長 

市 

民 

市 民 専
用
線 

防
災
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム 

（特別警報、警報） 
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第２節 雨量及び水位の通報 

 

１．通報要領 

水位及び雨量の観測員は、出水時の水位、雨量の通報を下記基準に基づき水防本部へ、水防

本部は関係水防管理者に迅速、的確に連絡するものとする。 

（１）水位の通報 

観測員は、水防団待機水位を超えてから、水防団待機水位以下となるまで毎時観測し、水

防本部へ通知するものとする。 

（２）氾濫注意水位の通報 

観測員は、氾濫注意水位、氾濫危険水位を超えた時は直ちに、その旨を水防本部へ通知す

るものとする。 

（３）雨量の通報 

観測員は、雨が降り始めてから５０ｍｍに達したときは、その時刻と降り始めた時刻を水

防本部へ通報するものとし、その後は毎時ごとの観測値を水防本部へ通知するものとする。 

雨がやんだときは、その時刻と雨量を水防本部へ通報するものとする。 

 

２．雨量観測所 

観測所 場所もしくは住所 観測方法 所管 

別所なかがわ苑 那珂川市別所 579 テレメーター 那珂県土整備事務所砂防課 

南畑ダム 那珂川市五ヶ山 908-8 テレメーター 
那珂県土整備事務所 

南畑・五ケ山ダム管理出張所 

九千部 那珂川市市ノ瀬字苗ヶ尾 テレメーター 
那珂県土整備事務所 

南畑・五ケ山ダム管理出張所 

 

３．水位観測所 

河川名 観測所名 観測者名 電話 所管 

那珂川 下曰佐 テレメーター  福岡県 

那珂川 轟橋 テレメーター  福岡県 

 

第３節 気象予報等の情報収集 

 

入手先 入手先のＵＲＬ 

気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html 

・雨雲の動き（高解像度降水ナ

ウキャスト） 
https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/ 

・洪水警報の危険度分布 https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html 

・大雨警報（浸水害）の危険度

分布 
https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html 

福岡県総合防災情報 http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/gis/info/top/menu 

国土交通省 川の防災情報 
https://www.river.go.jp/kawabou/html/map/gk/4001/4001305/ipGa

ikyoMap_tc4001305_fw0.html 
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第６章 ダム・水門等の操作 

第１節 ダム・水門等 

ダム及び水門等の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めるとともに、

特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

ダム及び水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報が発表されたとき、

又は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水の恐れがあると認めたときは、各

施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

 

第２節 操作の連絡 

ダム及び水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、放流等の情報を直ちに河川管理者、

所管建設事務所、下流地域等の水防管理団体、鉄道関係機関等に迅速に連絡するものとする。 

 

第３節 連絡系統 

連絡系統図に従って連絡し、やむを得ない理由により、この系統によりがたい場合はあらゆる

手段を尽くして迅速確実に連絡する。 
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第７章 水防機械器具及び輸送 

第１節 市の水防資材の配置状況 

市の水防倉庫の位置及び備蓄資材、備蓄資材の目標数は以下のとおりである。 

 

１．水防倉庫の位置及び備蓄資材、備蓄資材の目標数 

（１）水防倉庫の位置 

（２）備蓄資材及び備蓄資材の目標数 

品目 目標数  品目 目標数 

シート３．６ｍ×５．４ｍ 240枚  番線 2巻 

土嚢袋（ＰＰ袋） 2,200枚  一輪車 4台 

大型土のう袋 170枚  リヤカー 1台 

杭１．５ｍ木杭 30本  バケツ 17個 

杭１．５ｍ鉄杭 50本  カラーコーン 7個 

ビニールロープ１０ｍ 5巻  レインコート 50着 

ビニールロープ８ｍ 12巻  ヘルメット 33個 

トラロープ１００ｍ 5巻  ヘッドランプ 9本 

レンジャーロープ 8本  懐中電灯 36本 

かけや 16本    

ハンマー 10本    

なた 10本    

ツルハシ 10本    

スコップ 55本    

大かま 2本    

かま 11本    

大くわ 3本    

くわ 5本    

のこ 10本    

クリッパー（番線切り） 1本    

 

２．資材の取扱い 

（１）資材の管理者は安全安心課長とする。 

（２）資材の引渡は管理責任者が行う。 

（３）資材確保のため、水防区域所在の資材業者の手持資材をあらかじめ調査し、緊急時におけ

る資材の補給に支障のないようにする。 
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第２節 水防管理団体の水防資器材の基準 

福岡県の水防計画書に記される１水防倉庫当たりの備蓄基準は以下のとおりである。 

 

品目 数量  品目 数量 

叺
かます

 850枚  掛矢 6丁 

杉丸太（杭） １間 

1.5間 
150本 

 鎌（厚薄） 30 

 ハンマー 10丁 

ビニールシート 200枚  唐鍬 5丁 

縄（ビニールひも） 275kg  両ツル 5丁 

スコップ 20丁  斧 5丁 

鉄線 20kg  照明灯 若干 

ペンチ 5丁  その他必要器具 若干 

 

第３節 輸送路の確保 

１．市道の輸送確保 

那珂川市水防本部長は、緊急時の管内輸送路の計画を定めて輸送の万全を期するとともに、

各水防班にその計画を周知させておくものとする。 

 

２．輸送迂回路 

県道・市道輸送路の使用ができない状況となったときは、その状況を水防本部及び水防班に

通知するとともに、その迂回路を連絡するものとする。 
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第８章 水防活動 

第１節 水防配備 

第２章「水防組織」の定めるところによる。 

 

第２節 巡視及び警戒 

１．平常時 

水防管理者、水防団長又は消防機関の長（以下この章において「水防管理者等」という。）は、

随時区域内の河川等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該

河川等の管理者に連絡して必要な措置を求めるものとする。 

上記に係る通知を受けた河川等の管理者は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管

理者に通知するものとする。 

河川等の管理者が自ら行う巡視等において水防上危険であると認められる箇所を発見した場

合は、必要な措置を行うとともに、措置状況を水防管理者に通知するものとする。 

水防管理者等が、出水期前や洪水経過後、重要水防箇所又は洪水箇所、その他必要と認める

箇所の巡視を行う場合には、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同で行うことを求める

ことができるものとする。 

 

２．出水時 

水防管理者等は、県から非常配備体制が指令されたときは、河川等の監視及び警戒をさらに

厳重にし、特に既往の被害箇所その他重要な箇所を中心として巡視するものとする。 

また、次の状態に注意し、異常を発見したときは直ちに水防作業を実施するとともに、水防

本部長に報告し、水防本部は関係水防管理者に報告するものとする。 

① 堤防から水があふれる恐れのある箇所の水位の上昇 

② 堤防の上端の亀裂又は沈下 

③ 川側堤防斜面で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ 

④ 居住地側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ 

⑤ 取排水門の両側又は底部よりの漏水と扉の締まり具合 

⑥ 橋梁その他の構造物と堤防との取り付け部分の異状 

 

第３節 水防作業 

水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防

ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も適切な工法を選

択し実施するものとする。 

その際、水防団員は安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間を考慮して、

団員が自身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先する。 

また、水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時においても

最も適切な作業が即時に実施できるよう努めなければならない。 

 

第４節 緊急通行 

１．緊急通行 

水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、水防団長、水防団員及び消防機関に属する
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者並びに水防管理者から委任を受けた者は一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しな

い空地及び水面を通行することができる。 

 

２．損失補償 

本市は、緊急通行の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失

を補償するものとする。 

 

第５節 警戒区域の指定 

水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警

戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを禁止し、若しくは制限

し、又はその区域からの退去を命ずることができるものとする。 

また、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があ

ったときは、警察官は、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者の職権を行うことができる

ものとする。 

 

第６節 避難のための立退き 

１．洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区

域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、春日

警察署にその旨を通知するものとする。 

 

２．水防管理者は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を県に速やかに報告する

ものとする。 

 

３．水防管理者は、春日警察署と協議の上、あらかじめ危険が予想される区域について、避難計

画を作成し、避難場所、避難経路その他必要な事項を定め、一般に周知しておくものとする。 

 

第７節 決壊・漏水等の通報及びその後の措置 

１．決壊・漏水等の通報 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水

が発生したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ち

に関係者（関係機関・団体）に通報するものとする。 

通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場合に

は市長に避難指示等の発令に資する事象として情報提供するものとする。 

特に、暫定堤防区間における危険水位が現況堤防高から余裕高を引いた（スライドダウンを

行わない）高さを原則として設定されていることから、断面不足等に起因する漏水等に関する

危険情報が洪水予報や水位到達情報に反映されていない。 

そのため、河川管理者は、自らが管理する堤防の漏水に関する危険情報が関係者に直ちに通

報されるよう、出水期前に、洪水時における堤防等の監視、警戒及び連絡の体制・方法を関係

者と確認しておくものとする。 

 

２．決壊・漏水等の通報系統 

通報先の関係市町村については、河川等の管理者が氾濫（決壊又は溢流）想定地点（例えば、
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浸水想定区域を指定した河川については、浸水解析で設定した氾濫想定地点）ごとに氾濫水の

到達が想定される市町村を整理したものや、漏水発生状況等の確認を開始する水位及び重点的

に確認を行う区間を、事前に関係水防管理団体に提示することとする。 

 

３．決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときにお

いても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限り氾濫

による被害が拡大しないよう努めるものとする。 

 

第８節 水防配備の解除 

１．水防管理団体の非常配備の解除 

水防管理者は、水位が氾濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったとき、かつ水防警報

が解除されたとき等、自らの区域内の水防活動の必要がなくなったと認めたときは、水防の非

常配備体制を解除し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知するものとする。 

なお、配備を解除したときは、所轄建設事務所を通じ水防本部に報告するものとする。 

 

２．水防団及び消防団の非常配備の解除 

水防団及び消防団の非常配備の解除は、水位が下降して水防活動の必要がなくなり、水防管

理者が配備解除の指令をしたときとする。それまでは、水防団員及び消防団員は自らの判断等

により勝手に部署を離れてはならない。 

解除後は、人員、資器材及び作業箇所を点検し、その概要を直ちに報告する。また、使用し

た資器材は、手入れして所定の位置に設備する。 
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第９章 水防信号及び標識並びに身分証明 

第１節 水防信号 

水防に用いる信号は次のとおりとする。 

 

種類 説明 警鐘信号 サイレン信号 

第１ 

信号 

警戒水位に達したことを知

らせるもの 

○休止○休止○休止 

（１点打） 

○―  休 止  ○― 

（５秒）（１５秒）（５秒） 

第２ 

信号 

水防団員及び消防機関に属

する者全員が出動すべきこと

を知らせるもの 

○○○休止○○○ 
○―  休 止  ○― 

（５秒）（６秒）（５秒） 

第３ 

信号 

区域内に居住する者が水防

の応援に出動すべきことを知

らせるもの 

○○○○休止○○○○ 
○―  休 止  ○― 

（１０秒）（５秒）（１０秒） 

第４ 

信号 

必要と認める区域内の居住

者に避難すべきことを知らせ

るもの 

乱 打 
○―  休 止  ○― 

（１分）（５秒）（１分） 

１．信号は適宜の時間継続する。 

２．必要があれば警鐘信号及びサイレンを併用する。 

３．危険を確認したときは、口頭伝達等により周知させること。 

 

第２節 水防標識 

 

１．緊急通行標識 

水防に従事する職員が出動するときは、標識として下記の腕章をつけるものとする。 

ただし、緊急の場合は職員の身分証明書をもって代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那珂川市水防本部 

10cm 

30cm 
（青地に白字） 
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２．優先通行車標識 

水防のため出動する車の標識は、下記のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 身分証票 

水防団長、水防団員又は消防機関に属する者が、水防計画を作成するため必要な土地に立ち入

る場合に携帯する身分証票は、次のとおりとする。 

 

■身分証明書 

身 分 証 明 書 

 

 

                                身分・所属 

                                氏   名 

 

 

  上の者は     であることを証明する。 

 

 

    年 月 日 

                那珂川市水防管理者 

                那珂川市長        印 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

那珂川市水防本部 

60cm 

90cm 
（白地に赤字） 
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第１０章 協力及び応援 

第１節 河川管理者の協力及び援助 

河川管理者は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動へ

の協力及び水防管理者が行う浸水被害軽減地区の指定等に係る援助を行う。 

 

＜河川管理者の協力が必要な事項＞（例） 

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（那珂川の水位、河川管理施設の操作状況に関

する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像）の提供 

（２）水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は溢流）想定地点ごとの氾濫水到達市町村の事前提

示、及び水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報すべき関係者

（関係機関・団体）の提示 

（３）堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき（氾濫発

生情報を発表する場合を除く）、河川管理者による関係者及び一般への周知 

（４）重要水防箇所の合同点検の実施 

（５）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加 

（６）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管

理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供 

（７）水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に関する

情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣 

 

＜河川管理者の援助が必要な事項＞（例） 

（１）水防管理者に対して、過去の浸水情報や周辺の地形情報等に鑑み浸水被害の軽減に有用な

盛土構造物等の情報を提供 

（２）水防管理者に対して、指定しようとする浸水被害軽減地区の有用性について、過去の浸水

情報や河道の特性等に鑑みた助言 

（３）市長に対して、過去の浸水情報の提供や、市長が把握した浸水実績等を水害リスク情報と

して周知することの妥当性について助言 

（４）水防管理者が行う浸水被害軽減地区の指定に必要な援助を行う際に、河川協力団体に必要

な協力を要請 

 

第２節 水防管理団体相互の応援及び相互協定 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、協定に基づき応援を求めるものとする。 

また、応援を求められた場合は、自らの水防に支障がない限りその求めに応じるものとする。 

応援のため派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するもの

とする。 

 

第３節 警察官の援助要求 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、春日警察署に対して、警察官の出動を

求めるものとする。 

その方法等については、あらかじめ春日警察署と協議しておくものとする。 
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第４節 自衛隊の災害派遣要請 

自衛隊の災害派遣要請は、災害対策基本法第６８条の２及び自衛隊法第８３条に基づき実施し、

要請方法は次によるものとする。 

 

１．市長は、知事に対し自衛隊の災害派遣を依頼しようとするときは、災害派遣要請書に記載す

る事項を明らかにし、電話又は口頭をもって県（消防防災課）に依頼する。なお、事後速や

かに依頼文を提出する。 

 

２．市長は、通信の途絶等により、知事に前項の依頼ができない場合は、その旨及び災害の状況

を自衛隊に通知することができる。この場合、自衛隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、

知事の要請を待ついとまがないときは、部隊等を派遣することができる。 

市長は、前述の通知をしたときは、速やかに知事にその旨の通知をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．派遣部隊の受け入れに対しては、以下の事項に留意し、自衛隊の任務と権威を侵害すること

のないよう処理する。 

文 書 番 号 

年 月 日 

福岡県知事殿 

那珂川市長       印 

自衛隊の災害派遣要請について 

自衛隊法第 83 条に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣方お願いいたします。 

記 

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由 

２ 派遣を希望する期間 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

４ その他参考となるべき事項 

文 書 番 号 

年 月 日 

福岡県知事殿 

那珂川市長       印 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収要請について 

年  月  日付第  号により自衛隊の災害派遣を要請しましたが、災害応急対策作

業が一応完了しましたので、下記のとおり撤収方お願いいたします。 

記 

１ 撤収要請日時 

２ 派遣された部隊 

３ 派遣人員及び従事作業内容 

４ その他参考事項 
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（１）派遣部隊の宿泊施設、野営施設その他必要な施設等の準備 

（２）派遣部隊の活動に対する協力 

（３）派遣部隊との連絡体制 

 

４．派遣部隊が活動に要した経費のうち以下に揚げるものは那珂川市の負担とする。 

ただし、２以上の地域にわたる場合は、当該市町村が協議し負担割合を定める。 

（１）派遣部隊が連絡のため宿泊施設に設置した電話の設置費及び通話料金 

（２）派遣部隊が宿泊のために要した宿泊施設、借上料、電気料、水道料及び汲み取り料 

（３）活動のため現地で調達した資機材の費用 

（４）その他必要な経費については事前に協議する 

 

第５節 国（河川事務所、地方気象台等）との連携 

１．水防連絡会 

市は、県や国土交通省河川事務所が開催する水防連絡会に参加し、重要水防箇所、河川改修

状況、水防警報、洪水予警報の連絡系統、既往洪水における出水状況、水防資材整備状況、そ

の他水防に必要な河川情報について情報収集を行う。 

 

２．ホットライン 

市は、河川の水位状況については国土交通省河川事務所とのホットラインにより、また気象

状況については地方気象台とのホットラインにより、迅速かつ十分な情報共有に努めるものと

する。 

 

第６節 企業（地元建設業等）との連携 

市は、出水時の水防活動に際し、水防活動等の委任、資器材の提供等に関して協定を締結する。 

また、水防管理者より水防活動の委任を受けた民間事業者等は以下の水防活動委任証を携行し、

必要がある場合は、これを提示しなければならない。 

 

第７節 市民、自主防災組織等との連携 

市は、水防活動の実施に当たっては、市民、自主防災組織等と連携を図り、水防のため必要が

あるときは、市民等に水防活動への協力を求めるものとする。 
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第１１章 費用負担と公用負担 

第１節 費用負担 

本市の水防に要する費用は、法第４１条により本市が負担するものとする。 

ただし、本市の水防活動によって次に掲げる場合においては、水防管理者相互間においてその

費用の額及び負担の方法を協議して定め、協議が成立しない場合は、知事にあっせんを申請する

ものとする。 

 

１．法第２３条の規定による応援のための費用 

 

２．法第４２条の規定により、著しく利益を受ける他の市町村の一部負担 

 

第２節 公用負担 

１．公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水防の現場

において次の権限を行使することができる。 

①必要な土地の一時使用 

②土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

③車両その他の運搬用機器の使用 

④排水用機器の使用 

⑤工作物その他の障害物の処分 

また、水防管理者から委任を受けた民間事業者等は上記①から④（②における収用を除く。）

の権限を行使することができる。 

 

２．公用負担権限委任証 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長にあっては、

その身分を示す証明書を、水防管理者から委任を受けた者は、以下の公用負担権限委任証を携

行し、必要がある場合は、これを提示しなければならない。 

なお、水防管理者から委任を受けた民間事業者等にあっては、第１０章「協力及び応援」第

７節「企業（地元建設業等）との連携」に規定する水防活動委任証をもって公用負担権限委任

証に代えることとする。 
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■公用負担命令権限証 

公用負担命令権限証 

 

 

                                身分・所属 

                                氏   名 

 

上の者に     区域に於ける水防法第２８条第１項の権限行使

を委任した事を証明する。 

 

 

    年 月 日 

                那珂川市水防管理者 

                那珂川市長        印 

 

 

■公用負担命令書 

第 号 

公 用 負 担 命 令 書 

 

      目的物     種類     員数 

 

 

   負担内容    使用     収用    人分等 

 

 

    年 月 日 

         那珂川市水防管理者那珂川市長       印 

                   事務取扱者   吏員           印 

 

何 某 殿 

 

３．公用負担命令書 

公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用負担命令書を２通作成し、その１通を目

的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 

 

４．損失補償 

本市は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失

を補償するものとする。 
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第１２章 水防報告と記録 

第１節 水防報告 

水防活動又は水防訓練の結果について、水防法第４７条の規定に基づき、知事に行う水防報告

要領は次によるものとする。 

 

１．報告要領 

水防体制から常時に復したとき、又は訓練を終了したとき、水防活動実施報告書等に次の事

項を付記して那珂県土整備事務所を経由し知事に報告する。 

・天候の状況               ・洪水増減の状況 

・水防団員及び消防機関に属するものの出動時刻及び人員 

・堤防その他の施設の異常の有無      ・水防作業の状況 

・使用資材の種類、数量並びに消耗品等の回収状況 

・水防法第 28条の規定による公用負担下命等の種類及び員数 

・応援の状況               ・住居者の状況 

・警察の援助の状況            ・現場指導の官公吏名 

・立退きの状況              ・水防関係者の死傷の有無及びり災者状況 

・殊勲者及びその功績           ・殊勲水防団とその功績 

・今後の水防について考慮を要する点、その他所見 

 

 

 

 

水防活動実施報告書 

 自  年  月 

那珂川市 至  年  月 

 

区  分 

 

水防活動 使用資材費 左のうち主要資材35万円以上使用団体分 

備 考 
団体数 

活動延 

人 員 

主要 

資材 

その他 

資 材 
計 団体数 

使用資材費 

主要資材 その他資材 計 

水防管理団体分 

前 回 迄 

 人 円 円 円      

月 分           

月 分           

月 分           

月 分           

月 分           

小  計           

累  計       円 円 円  
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水防訓練報告書 
那珂川市 

実施年月日 年  月  日 地先 
      那珂川市  町大字            地先    左岸 

                                 右岸 

那珂川市 

  
合計 

ＯＯ小学校     名 

          名 

一般        名 

団体名        

参加人員 人 人 人 人 人 人 人 人 

訓練概要 

 

  一般経費 資       材       費 合計 

（Ａ＋Ｂ） 

適用 

人件費 その他

（食料燃料） 

計

（Ａ） 

叺 杭 縄   計（Ｂ） 

経

費 

那珂川市 
円 

 

円 円 （枚）円 （枚）円 （巻）円 円 円 円 円  

県支出 
円 

 

円 円 （枚）円 （枚）円 （巻）円 円 円 円 円  

（想定） 

付記 結果講評（良かった点・悪かった点） 

※提出部数 ３部（国土交通省１ 河川課１ 那珂県土整備事務所１） 

 水防活動に際しては、資材受払簿、購入証拠書類及び水防活動を行っている現場の写真等の整備を図ること 
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第２節 水防記録 

１．水防日誌 

水防管理者は「水防日誌」を作成し、災害時の状況を記録しておくこと。 

 

水  防  日  誌 

水 防 実 施 月 日 
    年  月  日   豪雨 

             台風  号 

警 報 日 の 

発 表 

 

 

 

出 水 の 概 要 

   氾濫注意水位 ＯＯｍ：連続雨量    mm（  月  日  時～  月  日  時） 

ＯＯ川  出水位  ＯＯｍ：最大日雨量   mm（  月  日  時～  月  日  時） 

             ：最大時間雨量  mm（  月  日  時～  月  日  時） 

水 防 実 施 箇 所 那珂川市     大字       地先       ＯＯｍ 

出 動 人 員 数 

（うち応援） 

消防団員 警察官 自衛隊員 その他  計 

人 

（   人） 

人 

（   人） 

人 

（   人） 

人 

（   人） 

人 

（   人） 

人 

（   人） 

水防作業概況及び

工法 
      

水  防  効  果 
団体別 

区分 
管理団体名 県支出分 計  

 

一 

 

般 

 

災 

 

害 

 被害防止 実被害 
 

所 

 

 

要 

人件費 
   食 料 等

含む 

田 
㎡ 

千円 

㎡ 

千円 

 

物 

 

件 

資材 
    

畑 
㎡ 

千円 

㎡ 

千円 
器材 

   代等 

家屋 
戸 

千円 

戸 

千円 

 

経 

 

 

 

費 

 

経 

 

費 

その

他 

    

工場 
戸 

千円 

戸 

千円 
小計 

    

その他一般 

土木災害 
千円 千円 合計 

     

小計 

㎡ 

戸 

千円 

㎡ 

戸 

千円 

 

主

要

使

用

資

材

内

訳 

 

 

土のう袋 
     

シート 
     

 

 

河

川

災

害 

堤防 
ｍ 

千円 

ｍ 

千円 

縄 

丸太 

     

護岸 
ｍ 

千円 

ｍ 

千円 
その他 

     

その他 

河川災害 

ｍ 

千円 

ｍ 

千円 
 

     

小計 
ｍ 

千円 

ｍ 

千円 
 

単位円 数量 単価 数量  

合計 

 
ｍ 

戸 

千円 

ｍ 

戸 

千円 

功労者の氏名、年齢及び功績概要 

破損などがあったとき、その原因 

（水防作業者の立場より見て記入のこと） （備考） 

 
水防活動に対する自己批判（管理団体で記入のこと） 
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２．水防資材受払簿 

水防管理者は「水防資材受払簿」を作成し、水防資材の受払等を明示しておくこと。 

 

水防資材受払簿 
 品 

名 

 単位  呼称 

年月日 出納命令日 適用（用途） 単価 受 払 残 受領者印 
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第１３章 その他 

第１節 水防訓練 

１．実施要領 

水防訓練は次の項目について行う。特に一般市民の参加を求め水防思想の高揚に努めるもの

とする。 

（１）観測（水位、雨量、風速） 

（２）通報（水防関係機関、市民） 

（３）動員（消防機関の職員、水防団、居住者の応援） 

（４）輸送（資材、器材、人員） 

（５）工法（各水防工法） 

（６）樋門等の操作 

（７）避難、立退き（危険区域居住者の避難） 

 

２．水防訓練の実施期間 

水防訓練の実施は、最も効果のある時期を選び、毎年１回以上単独又は関係機関と合同で実

施する。 

また、指定水防管理団体以外の水防管理団体についても、当該水防管理団体の区域において

想定される災害について、毎年水防訓練を行うよう努めるものとする。 

 

第２節 那珂川市防災会議 

 

１．災害対策基本法第１６条第１項の規定により那珂川市防災会議を設置する。 

 

２．那珂川市防災会議に関し必要な事項は那珂川市防災会議条例による。 

 

那珂川市防災会議条例参照 
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那珂川市防災会議委員名簿 

（令和７年２月現在） 

 

那珂川市防災 

会議条例第３条 
所属機関名 役職 

会   長 那珂川市 市長 

１ 第１号委員 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 福岡西維持出張所長 

２ 第２号委員 福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課 課長 

３ 第２号委員 福岡県那珂県土整備事務所 所長 

４ 第２号委員 福岡県筑紫保健福祉環境事務所 所長 

５ 第３号委員 春日警察署 警備課長 

６ 第４号委員 那珂川市 総務部長 

７ 第４号委員 那珂川市 市民生活部長 

８ 第４号委員 那珂川市 都市整備部長 

９ 第４号委員 那珂川市 健康福祉部長 

１０ 第４号委員 那珂川市教育委員会 教育部長 

１１ 第５号委員 那珂川市教育委員会 教育長 

１２ 第６号委員 春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 消防長 

１３ 第６号委員 那珂川市消防団 団長 

１４ 第７号委員 西日本電信電話株式会社九州支店 災害対策室長 

１５ 第７号委員 九州電力送配電株式会社 配電グループ長 

１６ 第７号委員 西部ガス株式会社供給管理センター 保安グループマネージャー 

１７ 第７号委員 一般社団法人 筑紫医師会 医師 

１８ 第８号委員 那珂川市区長会 区長会代表 

１９ 第９号委員 陸上自衛隊第４後方支援連隊 補給隊長 

２０ 第９号委員 春日那珂川水道企業団 総務課長 

２１ 第９号委員 ずっと住みたい那珂川ネット２１  

２２ 第９号委員 那珂川市婦人会 会長 

２３ 第９号委員 那珂川市社会福祉協議会 介護サービス１係長 

２４ 第９号委員 那珂川市民生委員児童委員連合協議会 会長 

２５ 第９号委員 那珂川市商工会 理事 

 





























































（令和６年１１月現在）

No. 種別 協定（覚書）名称 連絡先

1 物資供給
災害時等における応急対策物資
の供給に関する協定書

092-953-1006

2 物資供給
災害時等における応急対策物資
の供給に関する協定書

092-581-1327

3 物資供給
災害時等における応急対策物資
の供給に関する協定書

092-643-8550

4 物資供給
災害時等における応急対策物資
の供給に関する協定書

092-611-5647

5 物資供給
災害時等における車両の供給に
関する協定書

6 物資供給
災害時等における車両の供給に
関する協定書

7 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

株式会社新生堂薬局 那珂川店 092-541-0288

8 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

福岡県生活協同組合連合
会

エフコープ那珂川店 092-472-7338

9 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

株式会社サンリブ マルショク那珂川店 093-591-3711

10 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

11 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

有限会社エルワン
ローソン片縄2丁目
店

092-952-1143

12 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

092-953-5144

13 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

092-953-1121

14 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

092-953-0977

15 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

有限会社那珂川酒店
セブンイレブン那珂
川松木2丁目店

16 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

有限会社那珂川酒店
セブンイレブン那珂
川松木6丁目店

17 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

有限会社日寛商事
セブンイレブン那珂
川山田店

18 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

19 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

有限会社DOZEN
セブンイレブン那珂
川道善2丁目店

092-953-8310

20 物資供給
災害発生時緊急救援生活物資の
調達及び供給に関する協定書

YSP南畑そえだ
ヤマザキショップ南
畑そえだ店

092-952-2018

21 物資供給
災害時における物資の調達及び
供給に関する協定書

22 物資供給
災害時における物資の調達及び
供給に関する協定書

23 物資供給
災害時における地図製品等の供
給等に関する協定書

092-281-7177

24 物資供給
災害時における飲料水の供給に
関する協定書

25 物資供給
災害時における物資の供給に関
する協定書（ユニットハウス）

26 物資輸送
災害時等における人員輸送等の
協力体制に関する協定書

092-952-2110

27 物資輸送
災害時等における人員輸送等の
協力体制に関する協定書

092-952-2015

28 物資輸送
災害時における支援物資の受入
及び配送等に関する協定書

29 物資輸送
災害時における支援物資の受入
及び配送等に関する協定書

セブンイレブン那珂川片縄5丁目店

災害時における協定先一覧

株式会社レンタルのニッケン九州支店

稲尾産業株式会社

福岡レンタル有限会社

セブンイレブン那珂川片縄東店

締結先

ローソン那珂川現人橋店

河野産業株式会社

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

稲尾産業㈱（車両）

㈱レンタルのニッケン福岡営業所

ローソン今光2丁目店

株式会社グッデイ

ヤマト運輸株式会社　久留米主管支店

佐川急便株式会社　九州支店

安全タクシー株式会社

西日本鉄道株式会社　自動車事業本部営業部南
主管営業所那珂川自動車営業所

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

株式会社ゼンリン　福岡営業部

株式会社ナフコ

三協フロンテア株式会社
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No. 種別 協定（覚書）名称 連絡先締結先

30
施設使用（避
難、物資集
積）

災害時における筑紫郵便局及び
那珂川町内郵便局と那珂川町と
の相互協力に関する協定書

日本郵便株式会社　筑紫
郵便局及び那珂川市内郵
便局

筑紫郵便局
王塚台郵便局
松木郵便局
南畑郵便局
片縄郵便局
那珂川郵便局

0570-943-727
092-953-3300
092-952-7979
092-953-2050
092-952-2905
092-952-2442

31
施設使用(避
難、物資集積)

災害時における緊急一時避難所
としての使用に関する協定

那珂川市商工会 会議室（２階部分） 092-952-2949

32
施設使用(避
難、物資集積)

災害時における緊急一時避難所
としての使用に関する協定

筑紫農業協同組合
那珂川支店会議室
（２階部分）

092-952-2611

33
施設使用
（避難、物資
集積）

災害時における緊急一時避難所
としての使用に関する協定書

34
施設使用(避
難、物資集積)

災害時における避難所施設利用
に関する協定書

学校法人八洲学園福岡女
子商業高等学校

体育館、多目的室 092-952-2231

35
施設使用(避
難、物資集積)

特設公衆電話の設置及び利用・
管理等に関する協定書

092-476-6122

36 福祉避難所
災害発生時における福祉避難所
の設置運営に関する協定書

社会福祉法人那珂川市社
会福祉協議会

那珂川市福祉セン
ター

092-952-4565

37 福祉避難所
災害発生時における福祉避難所
の設置運営に関する協定書

社会福祉法人那珂川福祉
会

ねむのき
介護老人保健施設あ
じさい
生涯介護付マイホー
ムこでまり

092-954-1000

38
災害ボラン
ティアセン
ター

災害ボランティアセンターの設
置・運営等に関する協定書

39
災害応急・復
旧

災害時における応急対策業務等
に関する協定書

40
災害応急・復
旧

災害時における応急対策業務等
に関する協定書

41
災害応急・復
旧

災害時における応急対策業務に
関する協定書

092-595-0929

42
災害応急・復
旧

災害時における応急対策業務等
に関する協定書

43
災害応急・復
旧

災害時における電気設備の応急
復旧の応援に関する協定書

44
災害応急・復
旧

災害時における応急測量設計業
務に関する協定書

45
災害応急・復
旧

災害時における応急測量設計業
務に関する協定書

092-924-8125

46
災害応急・復
旧

那珂川町内における災害時の応
急対策業務に関する基本協定書

092-921-8883

47
災害応急・復
旧

災害時における復旧支援協力に
関する協定

48
災害応急・復
旧

災害時における許認可関係業務
の事前承認等に関する覚書

49
災害応急・復
旧

那珂川市地区災害復旧に関する
覚書

092-922-6124

50 医療・衛生
那珂川市地域防災計画に基づく
災害時の医療救護活動に関する
協定書

51 災害応急・復旧
し尿等の収集運搬の協力に関す
る協定書

52
災害応急・復
旧

災害廃棄物の処理等に関する協
定書

公益社団法人　福岡県産業資源循環協会

53
自治体等相互
応援協定

福岡空港及びその周辺における
消火救難活動に関する協定書

54
広報・報道・
情報通信

災害に係る情報発信等に関する
協定

03-6898-5312

55
広報・報道・
情報通信

災害時における情報伝達等に関
する基本協定書

092-587-1800

福岡空港長と春日市長、大野城市長、筑紫郡那
珂川町長、春日・大野城・那珂川消防組合長

九州テレ・コミュニケーションズ株式会社

ヤフー株式会社

筑紫農業協同組合（車両）

社会福祉法人　那珂川市社会福祉協議会

那珂川市土木協力会

南福岡管工事協同組合

筑紫地区ビル管理事業協働組合

一般社団法人筑紫地区建設コンサルタンツ協会

那珂川市コンサルタント協会

那珂川市電設協力会

一般社団法人筑紫医師会

那珂川市交通安全施設業協力会

九州電力株式会社　福岡南配電事業所

西部ガス株式会社　福岡支社

公益社団法人日本下水道管路管理業協会

筑前環境整備事業協同組合

西日本電信電話株式会社

那珂川市建設業協力会

資料編　3-68



No. 種別 協定（覚書）名称 連絡先締結先

56
広報・報道・
情報通信

防災パートナーシップに関する
協定書

092-761-7610

57
自治体等相互
応援

福岡県消防相互応援協定

58
自治体等相互
応援

災害時における福岡県内市町村
間の相互応援に関する基本協定

59
自治体等相互
応援

福岡都市圏市町消防相互応援協
定書

60
自治体等相互
応援

那珂川市における大規模な災害
時の応援に関する協定

61 包括連携
那珂川市と大塚株式会社との包
括連携に関する協定書

県内全市町村

県内の市町村・消防機関

国土交通省九州地方整備局

大塚製薬㈱

福岡都市圏市町（消防相互応援）

九州朝日放送株式会社
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注意報及び警報の種類並びに発表の基準 
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福岡県災害救助法施行細則に基づく救助の程度等（令和２年３月31日福岡県告示第344号） 

 一部改正令和６年８月７日福岡県告示第501号の３ 
 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

1 避難所の供

与 

(1) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとす

る。  

(2) 避難所は、学校、公民館等既存建物の利用を原則とするが、これら適当な建物を得難い

ときは、野外に移動可能な施設、車両等を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方

法により実施する。  

(3) 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等

雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費

並びに仮設便所等の設置費とし、１人１日当たり350円以内とする。  

(4) 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であって避難所での避難

生活において特別な配慮を必要とする者に供与する避難所をいう。）を設置した場合は、

ウの金額に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算すること

ができる。  

(5) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者へ

の健康上の配慮等により、ホテル、旅館等の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与する

ことができる。  

(6) 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

2 応急仮設住

宅の供与 

(1) 応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であって、自らの

資力では住家を得ることができないものに、建設し供与するもの（以下「建設型応急住

宅」という。）、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）

又はその他適切な方法により供与するものとする。 

ア 建設型応急住宅 

(ｱ) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用する。ただし、これ

ら適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能である。 

(ｲ) 建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯

構成等に応じて別に定め、その設置のため支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労

務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、6,883,000円以内

とする。 

(ｳ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合

は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、50 戸未満の場合でも戸数に応じ

た小規模な施設を設置できる。 

(ｴ) 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者

等であって日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。）を建設

型応急住宅として設置できる。 

(ｵ) 建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置しなければ

ならない。 

(ｶ) 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201

号）第85条第３項又は第４項による期限内（最長２年以内）とする。 

(ｷ) 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復の

ため支出できる費用は、当該地域における実費とする。 

イ 賃貸型応急住宅 

(ｱ) 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応じてア(ｲ)に定める規模に準

ずることとし、その借上げのため支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手

数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものと

して、地域の実情に応じた額とする。 

(ｲ) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなけ

ればならない。 

(ｳ) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、ア(ｶ)と同様の期間とする。 

3 炊き出しそ

の他による

食品の給与

(1) 炊き出しその他による食品の給与 

ア 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、

若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行うものとする。 
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 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

及び飲料水

の供給 

イ 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物による

ものとする。 

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び

燃料等の経費とし、１人１日当たり1,330円以内とする。 

エ 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内と

する。 

(2) 飲料水の供給 

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行うものと

する。 

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費のほか、給水及び浄水に

必要な機械器具の借上費、修繕費、燃料費並びに薬品及び資材費とし、当該地域における

通常の実費とする。 

ウ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から７日以内とする。たき出しその

他による食品の給与 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被服、寝具そ

の他生活必

需品の給与

又は貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又

は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含

む。以下同じ。）若しくは全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失

又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行

うものとする。 

(2) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範

囲内において現物をもって行うものとする。 

ア 被服、寝具及び身の回り品 

イ 日用品 

ウ 炊事用具及び食器 

エ 光熱材料 

(3) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別及び世帯区分

により１世帯当たり次の額以内とする。なお、季別は、災害発生の日をもって決定する。 

ア 住家の全壊、全焼又は流失による被害を受けた世帯 

 
季別 期間 

１人 

世帯 

2人 

世帯 

3人 

世帯 

4人 

世帯 

5人 

世帯 

6人以上1人を増すご

とに加算する額 

 

 夏季 4月～9月 19,800 25,400 37,700 45,000 57,000 8,300  

 冬季 10月～3月 32,800 42,400 59,000 69,000 87,000 12,000  

  

 

 

イ 住居の半壊、半焼又は床上浸水（土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態

となったものを含む。）により被害を受けた世帯 

 
季別 期間 

１人 

世帯 

2人 

世帯 

3人 

世帯 

4人 

世帯 

5人 

世帯 

6人以上1人を増すご

とに加算する額 

 

夏季 4月～9月 6,500 8,700 13,000 15,900 20,000 2,800 

冬季 10月～3月 10,400 13,600 19,400 23,000 29,000 3,800 

 (4)被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了しなけ

ればならない。 

５  医療及び助

産 

(1) 医 療 

ア 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して、応急的に措置するものとする。 

イ 医療は、救護班によって行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合において

は、病院又は診療所（あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和

22年法律第 217号）及び柔道整復師法（昭和 45年法律第 19号）に規定するあん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師（以下「施術者」という）を含む）にお

いて医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。）を行うことができるものとす

る。 

ウ 医療は、次の範囲内にて行う。 

（ア） 診 療 

（イ） 薬剤又は治療材料の支給 

（ウ） 措置、手術その他の治療及び施術 
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 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

（エ） 病院又は診療所への収容 

（オ） 看 護 

エ 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した

医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬

の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内とする。 

オ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から14日以内とする。 

(2) 助 産 

 ア 助産は、災害発生の日以前又は以後の7日以内に分べんした者であって、災害のため助

産の途を失ったものに対して行うものとする。 

 イ 助産は、次の範囲において行う。 

（ア） 分べんの介助 

（イ） 分べん前及び分べん後の措置 

（ウ） 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

 ウ 助産のため支出できる費用は、救護班による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助

産婦による場合は慣行料金の２割引以内の額とする。 

 エ 助産を実施できる期間は、分べんした日から7日以内とする。 

６ 被災者の救

出 

(1) 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明

の状態にある者を捜索し、救出するものとする。 

(2) 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械器具の借上費又は

購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 被災者の救出を実施できる期間は、災害の発生の日から3日以内とする。 

７ 被災した住

宅の応急修

理 

(1) 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理 

ア 災害のため住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等を放

置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行うものとする。 

イ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、

ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のために支出できる費用は、１世帯当

たり51,500円以内とする。 

ウ 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理は、災害発生の日から10日以内に完了

しなければならない。 

(2) 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 

ア 災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力で

は応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難

である程度に住家が半壊した者に対して行うものとする。 

イ 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもって行うものと

し、その修理のために支出できる費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。 

(ｱ) (ｲ)に掲げる世帯以外の世帯 717,000円 

(ｲ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 348,000円 

ウ 日常生活に必要な最小限度の部分の修理は、災害発生の日から3箇月以内（災害対策基

本法（昭和36年法律第223号）第23条の３第１項に規定する特定災害対策本部、同法第

24条第１項に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の２第１項に規定する緊急災害

対策本部が設置された災害にあっては、６箇月以内）に完了しなければならない。 

８ 生業に必要

な資金の貸

与 

(1) 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失っ

た世帯に対して行うものとする。 

(2) 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械器具、資材等を購入するための費用に

充てるものであって、生業の見込みの確実な具体的事業計画があり、償還能力のある者に

対して貸与するものとする。 

(3) 生業に必要な資金の貸与として貸し付けることができる金額は、次の範囲内とする。 

 ア 生 業 費  1件当たり  30,000円 

 イ 就職支度費  1件当たり  15,000円 

(4) 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付するものとする。 

 ア 貸与期間   2年以内 

 イ 利  子   無利子 

(5) 生業に必要な資金の貸与には、災害発生の日から1箇月以内に完了しなければならない。 
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 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

9 学用品の給

与 

(1) 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは

損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校

の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学

校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同

じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育

学校の後期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専

門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行うものとする。 

(2) 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行う

ものとする。 

ア 教科書 

イ 文房具 

ウ 通学用品 

(3) 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。 

ア 教科書代 

(ｱ) 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定する教

科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するもの

を給与するための実費 

(ｲ) 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

イ 文房具及び通学用品費 

小学校児童 １人当たり 5,200円 

中学校生徒 １人当たり 5,500円 

高等学校等生徒 １人当たり 6,000円 

(4) 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１箇月以内、その他の学用品につい

ては15日以内に完了しなければならない。                                   

10 埋葬 (1) 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものとする。 

(2) 埋葬は、次の範囲内において、なるべく棺又は棺材料等の現物をもって実際に埋葬を実施

する者に支給する。 

 ア 棺（付属品を含む） 

 イ 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む） 

 ウ 骨つぼ及び骨箱 

(3) 埋葬のため支出できる費用は１体当たり大人226,100円、小人180,800円以内とする。 

(4) 埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

11 死体の捜索 (1) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡

していると推定される者に対して行うものとする。 

(2) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具の借上費又は購

入費、修繕費及び燃料費等として、当該地域における通常の実費とする。 

(3) 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

12 死体の処理 (1) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く）を行うも

のとする。 

(2) 死体の処理は、次の範囲内において行う。 

 ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

 イ 死体の一時保存 

 ウ 検 案      

(3) 検索は、原則として救護班によって行う。 

(4) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。 

 ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、１体当たり3,600円以内とする。 

 イ 死体の一時保存のための費用は、死体を一時保存するために既存建物を利用する場合は

当該施設の借上費について通常の実費とし、既存建物を利用できない場合は一体当たり

5,700円以内とする。また、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な

場合は、当該地域における通常の実費を加算できるものとする。 

 ウ 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 



資料編 4-36 

 

 救助の種類 救助の程度、方法及び期間 

 エ 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 

13 災害によっ

て居住又は

その周辺に

運ばれた土

石、竹木等で

日常生活に

著しい支障

を及ぼして

いるもの（以

下「障害物」

という）の除

去 

(1) 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない部分又は玄関等に障害物が運

び込まれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては

当該障害物を除去することができない者に対して行うものとする。 

(2) 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械器

具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費とし、市町村において障害物の除

去を行った一世帯当り140,000円以内とする。 

(3) 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了しなければならない。 
 

14 応急措置の

ための輸送

費及び賃金

職員等雇上

費 

(1) 応急救助のため輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合

とする。 

  ア 被災者の避難に係る支援 

  イ 医療及び助産 

  ウ 被災者の救出 

  エ 飲料水の供給 

  オ 死体の捜索 

  カ 死体の処理 

  キ 救済用物資の整理配分 

(2) 応急救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実

費とする。 

(3) 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は当該救助の実施が認め

られる期間以内とする。 

別表第３ （第14条） 

 

法第 24条第 5項の規定

により実費弁償の対象

となる者の種類 

実費弁償の方法及び程度 

1 災害救助法施行令（昭和

22年政令第225号。以下

「政令」という。）第４条

第１号から第４号まで

に掲げる者 

(1) 日 当 

 ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり 22,400円以内  

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、歯科衛生士、保健

師及び助産師 １人１日当たり 16,900円以内  

ウ 看護師及び准看護師 １人１日当たり 14,700円以内  

エ 救急救命士 １人１日当たり 15,500円以内  

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり 15,700円以内  

カ 大工 １人１日当たり 24,800円以内  

キ 左官 １人１日当たり 25,100円以内  

ク とび職 １人１日当たり 26,100円以内 

(2) 時間外勤務手当  

職種ごとに(1)のアからクまでに定める日当額を基礎とし、福岡県職員の給与に

関する条例（昭和32年福岡県条例第41号）第２条の職員との均衡を考慮して算定

した額以内とする。  

(3) 旅費  

福岡県職員等の旅費に関する条例（昭和32年福岡県条例第57号）の規定により支

給すべき旅費に相当する額以内とする。 

 

2 政令第４条第５号から

第10号までに掲げる者 

 業者のその地域における慣行料金による支出実費に、手数料としてその100分の

３の額を加算した額以内とする。 

（福岡県地域防災計画による） 
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那珂川市避難指示等の発令基準について 

水害や土砂災害などの避難を要する災害時において、住民の迅速かつ円滑な避難を実現するために、災害

時にどのような状況において、どのような対象地域の住民に対して、どのようなタイミングで避難指示等を

発令すべきかなどの判断基準を定めました。 

水害における発令基準 
（1）想定される事態 

越水等による甚大な被害の発生が予想される那珂川の外水はん濫を対象とする。 

（2）発令対象区域 

避難すべき対象区域は、原則として洪水ハザードマップに記された浸水深 50ｃｍ以上の区域とし、

「発令対象区域（水害）」に示す。（浸水深 50ｃｍ以下では床下浸水被害程度であり、住民の生命への

危険性が低いと考えられる。） 

ただし、洪水ハザードマップは一定規模の外力を想定して作成されており、想定外の水害や不測の

事態が発生する可能性があることに留意し、発令対象区域以外の区域についても、河川管理施設の異

常や住家への浸水が発見された場合など、事態の進行・状況に応じて発令対象とする。 

（3）活用情報 

「気象庁の防災情報」、「福岡県総合防災情報」「気象庁の洪水警報の危険度分布」等を活用。 

（4）発令基準 

避難情報に関する発令基準（那珂川） 

発令区分 

発令基準 

①河川水位(水防基準水位) ②洪水警報の 

危険度分布 
③巡視等 

轟橋観測所 下曰佐観測所 

高齢者等 

避難 

「避難判断水位」に達する 大雨洪水警報が発表され，かつ洪水警報

の危険度分布で，河川が「警戒」（赤色）で

洪水災害への警戒が必要な状況 
堤防の越水、堤

防・護岸の崩壊、流

木による河道閉塞

等の状況や、市民

からの情報等をふ

まえて判断 

3.61 m 5.29 m 

避難指示 

「はん濫危険水位」に達する 大雨洪水警報が発表され、かつ洪水警報

の危険度分布で、河川が 

「危険」（紫色）で、今後氾濫し重大な洪

水災害が発生する可能性が高い状況 

3.99 m 5.55 m 

緊急安全確保 
溢水・越水の危険水位に達

する 

洪水警報の危険度分布で、河川が 

「災害切迫」（黒色）で、重大な洪水災害

が切迫又はすで発生している可能性が高い

状況 

摘 要 

1 轟橋観測所の水位が先に水防基準水位を超える場合は、「那珂川市全域」の対象区域に発令

する。 

2 下曰佐観測所の水位が先に水防基準水位を越える場合は、「下片縄地区のみ」の対象区域に

避難指示等を発令する。 

３ 18.2km （寺瀬橋～共栄橋の湾曲部）付近は、上記水防基準水位に達する前に溢水するこ

とが予想されるため、個別に避難を判断し、避難情報の発令を検討する。 

※ 対象地区：「寺倉・成竹・不入道・埋金・市ノ瀬」 

避難情報に関する発令基準（南畑ダム） 

発令区分 
発令基準 

④南畑ダム 

避難指示または 

警戒区域の設定 

南畑・五ケ山ダム管理出張所より、緊急ダム操作（ただし書き操作）に関する事前通

知、緊急のダム操作開始の通知があった場合。 
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土砂災害における発令基準 
（1）想定される事態 

「土石流」および「急傾斜地崩壊」、「地すべり」を想定する。 

（2）発令対象区域 

避難すべき対象区域は、過去の土砂災害記録や土砂災害危険箇所により住家の状況を考慮のうえ、

「福岡県土砂災害危険度情報」のメッシュ地図における 5km（1km）メッシュ単位に設定し、原則とし

て「発令対象区域（土砂災害）」のとおりとする。 

但し、それ以外の区域についても、近隣で土砂災害の前兆現象や被害が発見された場合等、事態の

状況に応じて発令対象とする。 

（3）活用情報 

「福岡県土砂災害危険度情報」および「気象庁の大雨警報（土砂災害）の危険度分布」を活用する。 

土砂災害危険度情報 

危険度の色 土砂災害の危険性 

災害切迫（黒色） 土砂災害発生の危険性が最も高い状態です。十分に警戒してください。 

危険（紫色） 土砂災害発生の危険性が非常に高い状態です。十分に警戒してください。 

警戒（赤色） 土砂災害発生の危険性が高まっています。警戒してください。 

注意（黄色） 土砂災害発生の危険性があります。注意してください。 

 

（4）発令基準 

避難情報に関する発令基準（土砂災害） 

発令区分 

土砂災害時の発令基準 

①大雨注意報・警報 
②土砂災害危険度 

情報（福岡県） 

③大雨警報(土砂災害)の 

危険度分布（気象庁） 
④前兆現象 

「大雨注意報」 

 が発表された場合 

「注 意」 

     実 況 

  

高齢者等 

避難 

大雨警報（土砂災害） 

 が発表 かつ → 

「警 戒」     

     実 況 

土砂災害の危険度分布 

「警戒」（赤色） 

前兆現象が確

認された場合

は、自然条

件・社会条件

等を踏まえ

て、速やかに

避難等の措置

をとる。 

避難指示 

大雨警報（土砂災害） 

 が発表 かつ → 
「危 険」 

実 況  

土砂災害の危険度分布 

「危険」（紫色） 

緊急安全確保 

さらに 

記録的短時間大雨情報 

 が発表 

「災害切迫」 

（場所の特定） 土砂災害の危険度分布 

「災害切迫」（黒色） 那珂川市で土砂災害

が発生した場合 

警戒区域 

の設定 
那珂川市において、土砂災害が既に発生し、さらに拡大の恐れがある場合 

 

または「土砂災害警戒情報」が発表 

（場所の特定） 














































































































































































































